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1970年代における国際連合．

家 正　　治

I．はじめに
　1945年6月26日，サン・フランシスコで国際連合憲章が署名され，同年10月24

日効力を発生した。それ以後30年を経過する中で，国際連合はその規模においても

機能においても大きく変貌している。「われらの」生のうちに二度まで言語に絶

する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救」（国運憲章前文）う

ための平和維持機構として創設された国連は，その後始まる米ソを中心とする

「二つの世界」の対立の中で，その第一義的目的である集団安全保障の機能を麻

痺させてしまった。1950年に勃発した朝鮮戦争に際して，安全保障理事会の決

議に基づき「国連軍」が編成されたが，これは今日までに集団安全保障体制の

発動としての軍事的強制措置としてとられた唯」の例である。しかし，この「国

連軍」は，その構成にしても指揮の面でも米軍中心の軍隊であった。16の参加

国のうち，米軍の占める比率は圧倒的であり，他の加盟国の軍隊は名目的な

ものでありまたその大部分の国は米国と軍事的に結びついた国々であり，1国連

軍」とはいうものの実質的には反共同盟軍の色彩が強いものであった。「国連軍」

の指揮統轄関係にしても，米国に対して統一指揮権が委ねられ，米国政府が軍
　　　　　　　　11〕
司令官を任命した。この例にも示されるごとく，集団安全保障はかならずしも

完全なものではなく，運用によっては憲章に予定する集団保障と異なって，自

国の行動を合法化するためのテクニックとなり事実上この体制は軍事同盟的な

性格に変質することとなる。

ω香西茂，「国連軍」，国際連合の研究，第一巻，昭和37年，98～l02頁参照。
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　国連の集団安全保障は，憲章上安全保障理事会を中心に機能する建前をとっ

ている。朝鮮戦争において，安全保障理事会が敏速な行動をとり得たのは，中

幸人民共和国政府の正当な代表権が認められていないとしてソ連が理事会を欠

席していたからである。安全保障理事会の常任理事国には，手続事項以外の事

項については，拒否権締忍められており，ソ連が出席していたならば当然拒否

棒が発動されていたであろう。安全保障理事会でのソ連の恒常的な欠席が期待で

きないことから，朝鮮戦争勃発後まもなく開催された1950年の第5回総会で，

アメリカのイニシャチブによって提案された「平和のための結集」（Uniti㎎

for　Peace）決議が11月3日に可決された。その狙いは，安全保障理事会の常

任理事国の拒否権発動により，安全保障理事会が強制措置をとりえない場合，

重要問題でも3分の2の多数決で決定しうる総会にその機能を移して事態に対
　　　　　　　　　　　　　／2）
応じようとするものであった。このことは，米国にとって当時の総会で多数票

を獲得できるということを意味していれ

　しかし，アジア・アフリカの新興国の加入が認められ次第にその比重が増大す

るにともない，国連総会は西側諸国のr投票機械」ではあり得なくなる。一方，

安全保障理事会にお一いても，後述するように1975年の南北ベトナムの国連加盟

で米国は拒否権を行使したことにも示されるように，拒否権行使によって事態

　　　　　　　　　　　　　　　　　制
を切りぬけなければならなくなっている。

　以上のような力関係の変化をもたらした最も大きな要因である新興国の国連

加盟問題と国連の普遍性にとって重要な意味をもつ中国代表権問題を本稿はま

ずとりあげることにする。しかし，これら諸国の国連への参加は，アジア・ア

フリカ諸国の比重の増大だけでなく，これら諸国は国連の活動に大きな影響を

12）田畑茂二郎，国際法の言古（改定版），昭和49年，153～163頁参照。

／3〕リチャード・ガードナーは，ジョンソン政権時代を通じ米国と国連との関係は悪化し，米国の行

　政府，議会および世論は国連から離れていったと言う。また，ニクソン政権は外交政策の遂行にお一

　いて国連にほとんど関心を払わず，国連における米国のリーダーシップは最低の線に落ちこんでい

　ると指摘している。リチャード・ガードナー，「国連は甦りうるか」，国際間題資料55，昭和45年，2

　頁。
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与えた。国連は，国際平和と安全の維持および経済的，社会的，文化的，人道

的諸問題に関する国際協力の促進を目的としている。このように，国連の機能
　　　　　　　　　14〕
は多岐にわたっているが，筆者には，これらを全面的にまた30年にわたる実践

過程を詳細に検討する紙面も能力もない。したがって，本稿では，武力行使に

かかわる問題と若千の資源問題を例に上げ，かっ1970年代におけるそれらの発

展・展開を考察することに限定したいと考えている。

I正．新加盟国と代表権問題

　国連の原加盟国は，第二次大戦の連合国に限られ，その数は51力国であった。

しかし，国運憲章は原加盟国以外の国家の加入を認めており，その条件として11）

「憲章に掲げる義務を受諾」すること，（2）国連によって「この義務を履行する能

力および意思があると認められる」一こと，さらに13〕「平和愛好国」であること

としている（4条1項）。さらに認定手続に関して憲章は，「前記の国が国連加盟

国となることの承認は，安全保障理事会の勧告に基づいて，総会の決定によっ

て行なわれる。」と規定する（4条2項）。1955年まで，米ソの対立により，安

全保障理事会での決議が採択されず，多くの国々が加入を阻止された。しかし，

1955年7月の米英仏ソ巨頭会談の開催によって緊張緩和の気運が高まるととも
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15〕
に，米ソの妥協により16力国の一括加盟締忍められた。

　グッドリッジは，この一括加盟の実現を次のように評価している。「1955年以

後の新加盟国は，それまでの加盟国の多数派を構成していた諸国とは，重要な

点にお一いて異なっていた。1956年までは，国運加盟国の多数は発展した政治・

経済・社会体制をもち，相当の人口を有する古い諸国であり，西欧的立場にた

っものであった。多数は冷戦問題については反共的態度をとり，中立的立場を

明らかにするものは比較的少なかった。1955年の一括加盟は変化の始まりであ

14〕例えば，1975年の第3G回総会では，120を越える議題が提案されてい乱

15〕田畑茂二郎，国際法講議上（改定版〕，昭和50年，l12～113頁。
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　16〕
った」。16の新加盟国の中には，旧敵国，戦後まずアジアで高揚した民族解放運

動の結果としてアジアの多くの新独立国およびアフリカのリビアが含まれてい

え。原加盟国51カ国中，アジア・アフリカ諸国は，12（南アフリカを除く）を

数えるにすぎなかったが，これらの諸国の加入によりアジア・アフリカ諸国の

比重は高まり，国際連合での反植民地主義の気運は高まっていた。

　民族解放運動は，アジアからアフリカに波及し，1960年には17力国の国連加

盟をもたらした。17力国の内，キプロスを別にすれば，すべてアフリカの新独

立国家であり，同年が「アフリカの年」とも言われる所以である。この勢いで

もって，同年の第15回総会は，植民地独立付与宣言を採択した（決義1514（X

V））。同宣言は，「すべての人民は自決の権利を有し，この権利によって，その政

治的地位を自由に決定し，その経済的，社会的および文化的発展を自由に追求

する」と表明し，また「信託統治地域および非自治地域，または，まだ独立を

達成していない他のすべての地域において，これらの地域の住民が完全な独立

と自由を享受しうるようにするため，なんらの条件または留保もつけず，その

自由に表明する意思および希望にしたがい，人種，信条または皮膚の色による

差別なく，すべての権力を彼らに委譲するため，早急な措置が講じられなけ

ればならない」としている。この宣言は，民族自決権の確立にとって重要な意

義をもっものとなった。1961年の総会は，この宣言の履行を確保するために特

別委員会を設置した。特別委員会は，非植民地化に向けて種々の活発な活動を
　　　　　　　　　　　　　　　　　17〕
展開し，植民地体制の崩壊を迫し進めた。

　1960年の17カ国の加入によって国連加盟国は，100を数えたが，その後の非植

民地化の促進により60年代にも新独立国家が次々と加入し，60年代末にはそれ

は126力国となった。70年代に入っても新生国家の加入はつぎの様に続いている。

1970年　　フィシィ，1971年一ブータン，バーレン，カタール，オーマン，ア

ラブ首長国連邦，1973年一ドイツ民主共和国，ドイツ連邦共和国，バハマ，

（6〕Loland　M・Goodrioh，The　United　Nations　in　a　Ch帥ging　World，1974，P．48．

17〕拙稿，非自治地域需11度の展開，神戸市外国語大学叢書第4冊，昭和49年，57～70員参照。
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1974年一バングラデシュ，ギニア・ビサウ，グレナダ，1975年一カプベル

デ，モザンビク，サントメ・プリンシペ，パプア・ニューギニア，コモロ，
　　　｛8〕
スリナム。以上のように，現在国連加盟国は144の多きを数え，発足当初の2，8

倍を上まわっている。このように，国際連合は政治・経済体制を異にする諸国

を網羅し普遍性を高めている。しかし，植民地支配から脱却し独立した諸国の
　　　　　　　　　　　　　　　　　19〕
多くは，経済的後進性で苦しんでいる。朝鮮戦争の際の総会の「平和のための

結集」決議にみられるような1950年代の基本的課題であった「東西問題」に代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11⑰
って，1960年代以降は「南北問題」が中心的課題として登場してきたのである。

　さらに1973年に東西ドイツの国連加盟が認められたことに注目されなければ

ならない。これは，東西冷戦の緩和によるものであるが，両国の加入により1日
　　　　　　　　　　　　　　（11〕
敵国の国連加盟問題は終了した。しかし，加盟問題に関して東西緊張が完全に

払拭されているわけではない。1975年8月11日，南北両ベトナムの加盟問題が

安全保障理事会で審議されたが，米国は南朝鮮の加盟申請を議題として採択さ
　　　　　　　　　　　　　　　　　ω
れなかったことから拒否権を行使した。総会は，9月I9日，安全保障理事会の

再審議を要請する決議を，賛成123，反対O，棄権9で採択した。これにより9

月30日に開催された安全保障理事会に於ても米国は拒否権を行使し，両ベトナ
　　　　　　　　　α3
ムの加盟は葬られた。このように，国際連合の普遍性は大きく獲得されてはい

るものの，国際緊張が残存する地域の国家については，なおその反映が国連加

盟問題にも表われているのである。

　つぎに国際連合の普遍性を見る上で，国連新加盟と関連して中国代表権問題を

考察しなければならない。中国は第二次大戦の主要な連合国として，国際連合

18〕Cf．，u　NPress　Relea日e　M／2067／Rev．1，4December1975－

／9）1973年に国連最低分担金をO，04％からO．02％に下げ，小国に対する負担を軽減した。

（1①　高野雄一，国際組織法〔新版〕，法律学全集58，180～I86頁参照。

｛11〕日本およびドイツを除いた敗戦国の加盟問題は，1955年の一括加盟で解決していた。なお，日本

　は，1956年12月18日加入した。

○勃　UN　Month1y　Cllronicl　e，VoL　Xn，No．8．1975，P．5．

く工3〕1二IN　Monthly　Chro皿ic工e，Vo1．XH，No．1O，i975，P．13＆P一工7．

（l17）



　　　　　　　　　　04〕
の成立過程にも参加した原加盟国であり，安全保障理事会の常任理事国であっ

た。1949年の中国革命の成立後も国民政府は代表権をもち，中華人民共和国政

府は国際連合から締め出されていた。中国代表権問題以外にも，1956年のハン

ガリー動乱に際し，1960年のコンゴ紛争に際しまた1962年のイエーメン革命に
　　　　　　　　　　　　l1罰
際して代表権が問題になったが，中国の場合ほど国際政治の複雑な要素がから

んで長期間争われたものはない。　同問題は，総会では米国の「棚上げ」方式

その後の「重要問題指定」方式の戦術によって1970年代まで解決しなかったが，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l1d
1971年10月25日，第26回総会は，北京政府の代表権を承認した。

　中国政府の参加なくして重要な問題は解決しえないし，また国連はその機能
　　　　　　○司
を遂行しえないのであって，中国代表権問題の解決は1970年代の国際連合の展

開に大きな意味を与えるものと言えるであろう。多くの新独立国家の加盟およ

び中国政府の参加により，国際連合は普遍性・多様性の度を強めると同時にこ

のことは東西対立，中ソ対立，三極政治等の問題がそのまま国際連合にもちこ

まれたことを意味するのである。

皿．武力の行使の禁止とその展開

　国際連合憲章は，国際連盟規約や不戦条約の戦争違法化の体制を大きく前進

させ，「すべての加盟国は，その国際関係において，武力による威嚇または武

力の行使を，いかなる国の領土保全または政治的独立に対するものも，また，

国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければなら

ない」と規定した（2条4項）。このように憲章は武力行使を禁止したものの，

全面的に禁止しているわけではなく，集団安全保障体制の一環として国連のと

る強制措置の場合や個別的および集団的自衛権に基づいて行なわれる武力行使

は認めている。ところで集団安全保障とは，勢力均衡による安全保障と異

04〕横田喜三郎，国際連合の研究，昭和22年，11～33頁参照。

l15〕安藤仁介，「国際連合における中国代表権問題」，国際連合の研究，第三巻，昭和41年，107～113頁。

116）UN　Montbly　Chronio1e，VoI．VIn，No・10．197／，PP．34～38・

○司　L肥エand　M．Goodric止，op．cit。，P．55一
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なって，対立関係にある国家をも含めて，多数の国家が，互いに武力行使を慎

しむことを約束するとともに，いずれかの国がその約束に反して平和を破壊す

る場合には，関係国家が共同して集団でそれに当り，平和を維持しようとする
　　　　　（王割

方式である。しかし，集団的白衛権を法的根拠として，北大西洋条約，ワルシ

ャワ条約，日米安保条約など多くの軍事同盟条約が締結されている。本来，集

団的自衛権の意図するものは，地域的安全保障の制度である。しかし，現実に

は集団的自衛権は軍事同盟の法的根拠として援用され，憲章が予定している集
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；19〕
団安全保障を大きく制約しているのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑦①
　国際連合の集団安全保障体制は東西対立の中で機能を麻痺しているが，憲章

2条4項に規定する武力による威嚇または武力行使の禁止は，国連の慣行ととも
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個1〕
に，法におけるこの発展を強めかつ固定化するに至っている。例えば，1970年

10月24日，第25回総会が無投票で採択した「国際連合憲章にしたがった諸国家

間の友好関係と協力に関する国際法の諸原則についての宣言」（友好関係宣言）

は，この原則を再確認している。

　ところで，憲章2条4項は，不戦条約で用いられていた戦争という表現を使

用せず，武力という用語を使用している。宣戦布告をともなわない国家間の武

力闘争は戦争ではないとする抜け道をふさぐためにも前進であった。さらに，

同条は，「武力の行使」だけでなく「武力による威嚇」までも禁止するという新

しい規則を導入したのである。

　憲章2条4項が禁止する「武力による威嚇」や「武力の行使」の武力には，

forceという用語が用いられ，“threat　or　use　of　force’’となっている。公定

訳でも「武力による威嚇又は武力の行使」となっているが，fOrCeを武力

118〕田畑茂二郎，国際法講護下，昭和45年，193頁。

l19〕中村道，「自衛権と地域的取極」，法学演習講座国際法，昭和49年参照：金東勲，「30年目を迎えた国

連の集団安全保障体制」，国際間題，M．189，昭和50年参照。

⑫O〕集団安全保障体制が機能し得ていないことに対応して，1960年前後から憲章の予定する強制措置

　ではなく，紛争当事国の同意に基づいた「平和維持活動」／PK0）が展開している。

el〕小川芳彦訳，「国際法委員会条約法草案のコメンタリー」14〕，法と政治，20巻1号，昭和44年，14

　2頁。
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（armedfOrCe）と課さず政治的・経済的圧力をも含む「力」と訳し得ないのであ

ろうか。憲章を採択したサンフランシスコ会議に於て，経済的圧力の禁止をも
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　但2〕
挿入することを求めたブラジル提案は否決されたことからしても，憲章2条4

項のforCeは武力を意味するものと考えられていた。しかし，かって植民地支

配の下で政治的・経済的圧力に苦しめられた新独立国家が多数国連に加盟する

ことによって，憲章2条4項のforceには武力以外の力をも含むとする主張が

高まってきた。友好関係特別委員会の議論で，以上のような非同盟諸国や社会

主義諸国の一主張に対し，西側諸国は，このような拡張は憲章を改定することな

りまた国家相互の関係に混乱をもちこむと反対した。このような中で，1969年

の条約法に関するウィーン会議では，19のアジア・アフリカを中心とする新興

国が経済的・政治的圧力をも含むとする修正案を提出した。しかし，一部の強

い反対にも合い条約本文には入れないことにされ，最終的には「条約は，その

締結が国際連合憲章に具現された国際法の諸原則に違反する武力による威嚇ま

たは武力の行使によって得られたものである場合には，無効である」（52条）と

され，憲章2条4項と同様の表現一threat　or　use　of　force一が用いられ

ることとなった。しかし，条約法会議は，同様の主旨の「条約の締結にお一ける

軍事的，政治的または経済的強制の禁止に関する宣言」を採択し，これを最終

議定書に含めることにした。このように，本文中にもりこまれず法的拘束力を

もたない宣言の中に入れられたことからすれば，武力以外の力の禁止が実定法

上の規則となったとは見られないにしても，同宣言は同条約と一体のものであ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑫3
ることから条約を解釈する場合宣言を留意してなされる必要があるであろう。

　また，1970年の総会が採択した「友好関係宣言」は，その前文において，「い

かなる国家の政治的独立または，領土保全にたいする軍事的，政治的，経済的

またはその他のいかなる形の強制をも，その国際関係において慎む諸国家の義

僅2〕　Cf．，Goodric11，Hambro＆Simons，Charter　of　the　United　Natiolls，1969，　P．48．

03〕　Kon日tantin　Odradovi6，Prohibition　of　t11e－Tllre田t　or　U昌e　of　Foroe，Principles　of　Interna－

tional　L日w　Cnoorning　Friendly　Re1日tions且nd　Cooper日tion，1972，　P．84。
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務を想起し」ており，また不干渉の原則の中で，「いかなる国家も，他の国家に

たいして，その主権的権利の行使を従属せしめ，その国家から何らかの利益を

得るため，経済的，政治的もしくは他のいかなる形の強制措置をも用いたり，ま

たは用いることを奨励してはならない」と規定している。このことは，力の行

使を禁止する現代国際法の規則の形成に向けてさらに前進を示したものであり，

今後もこの方向に向って発展するであろう。

　ところで，以上のような武力行使をめぐっての展開と関連して，民族自決権

の行使のための武力の使用の問題に新しい発展が見られるのである。国連憲章

は，武力の行使を禁止するものの個別国家の自衛のための武力の行使について

は禁止していない。すなわち，武力行使の禁止の個別国家にたいする唯一の例

外として武力行使が認められるのは自衛権に基づく場合だけである。しかし」，

民族自決権が実定国際法上の権利として承認されるにおよんで，自決権行使の

ための武力行使も武力の禁止の例外である，あるいは自衛権行使の一例である

という主張がなされるようになったのである。

　1960年の第15回総会は，「植民地独立付与宣言」を採択し，その後同宣言の履

行確保をはかるために「植民地独立付与宣言履行特別委員会」が設置されたこ

とにっいてはすでにふれた。同宣言は総会決議であってそれ自体としては法的

拘束力のあるものではない。しかし，すでに存在する諸国の法的信念が表明さ

れた場合，その内容は諸国を拘束する規則である。宣言採択までにいたる民族解放運

動の高揚を考えるとき，同宣言は少なくとも民族自決権の形成過程における重要

な国際文書である。さらに，特別委員会は，非植民地化を促進するために，同

宣言の適用地域の決定，現地住民からの請願の受理，調査団の派遣など活発な

活動を行なっていることに注目しなければならない。また，国連総会は，1O年余

にわたる第三委員会での審議の後，1966年12月16日，第21回総会は，「国際人権

規約」を採択した。この国際人権規約は，「経済的，社会的および文化的権利に

関する国際規約」と「市民的お一よび政治的権利に関する国際規約」および後者

の選択議定書からなっている。両規約で第一に注目されることは，共に第1条
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に民族自決権に関する規定を置いていることである。この条約形式をとる国際

文書であり，その中で自決権の規定が挿入されたことは諸国家の法的信念の存在

を確認する上で重要な意味をもつものである。さらに，1970年の第25回総会が

採択した「友好関係宣言」は自決権を国際法の基本原則の一つであるとして宣

言したのである。このように，1960年の植民地独立付与宣言の採択をはじめと

して，1960年代において民族自決権は法的権利として確立したと見ることがで

きよう。なお，国際人権規約は，35番目の批准書または加入書が国際連合事務

総長に寄託された日の3ヵ月後に効力を生ずることになっている。1975年10月

3日，ジャマイカが「経済的・社会的お一よび文化的権利に関する国際規約」の

35番目の批准国になったことから，この歴史的な国際文書は，1976年1月3日
　　　　　　　　　　04〕
効力を発生したのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幅日
　以上のような民族自決権の展開と植民地の民族解放戦争の展開とが合いまっ

て，1963年の第18回総会が設置した「諸国家間の友好関係と協力に関する国際

法の諸原則についての特別委員会」での審議は，民族自決のための武力行使を是

認すべきか否かが一つの争点であった。1967年に10カ国のアジア・アフリカ諸国

が，「正当な自決権と完全な自由を奪われた人民は，彼ら固有の自衛権を行使す

る権利があり，それによって彼らは他国から援助を受けることができる」とす
　　　　　　　四6〕
る提案を行なった。また，1969年には，チェコスロバキア，ポーランド，ルー

マニアおよびソ連の4社会主義国家が，噸民地支配の下にある人民は植民地主

義からの解放のため，武力闘争を含むあらゆる手段によって闘争する権利をも

ち，また彼らの闘争にお一いて他国から援助を受けることができる」とする提案
　　　⑫司
を行った。

　しかし，対立から合意がえられず，結局1970年10月24日の第25回総会が採択

吃掲　UNM⑪nthly　Chronicle，Vo1．XH，No－1O，1975，P．28．

砲5）例えば・1961年2月にはアンゴラで武力解放闘争がはじめられ，その後ギニア（ビサウ）やモザ

　ンビクに於てもはじめられた。

⑫6〕　Documont　A／7619．1967，　P49＆52．

四月　Dooument　A／7619，工969，P．53．
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した友好関係宣言は，「すべての国家は，同権と自決の原則を詳細に述べるにあ

たって言及した人民から，自決権と自由および独立をうばうところの，いかなる

強制行動をも慎む義務を有する」と規定するにとどまった。しかし，同時に同宣

言が，「上記の項目のいずれも，武力の行使が合法的である場合にかんする憲章

の諸規定の範囲を，いかなる形においても拡大しまたは縮少するものと解釈さ

れてはならない」としていることも注意しなければならない。すなわち，宣言

は武力行使が禁止されない事項を上げな．いかわりに，武力行使締午される範囲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱
を制限的に解釈してはならないとしているのである。さらに同年の総会は，「植

民地独立付与宣言の完全な履行のための行動計画」を採択した（決議2621（X

X　V））。そこでは，植民地主義は国連憲章，植民地独立付与宣言および国際法に

違反する犯罪であるとし，植民地人民は植民国家の抑圧にたいして「自己のと

りうるあらゆる必要な手段によって」闘争する権利を再確認した。．

　また，1974年12月14日，第29回総会は決議3314（X　X　I　X）により「侵略の

　　　　　　　　㈱
定義」を採択した。侵略の定議の問題は連盟時代から取り上げられていたが，

総会がこの問題を1950年にとり上げてから25年目にしてようやく採択したも

のであった。1967年の第22回総会で35カ国からな．る「侵略の定義問題に関する

特別委員会」が設置されたが，そこでの主要な争点の一つは，民族自決のため

の武力行使は認められるかどうかということであった。1972年の段階では侵略

に関する規定が人民の自決権を制限するものとして解してはならないとするこ

とについては大体にお一いて意見の一致があった。しかしさらに進んで自決権行

使のため従属人民が武力を使用することを妨げるものと解してはならないとい

う条項を加えるかどうかについては問題があった。1973年の段階に至って，被

圧迫人民の抵抗の権利が認められ，またこれら人民が援助を受ける権利も認め
　　　130〕

られた。これは，委員会案の第7条となり，総会の承認するところとなったの

08）　Cf．，Kon昌tantin　Obradovi6，op．ci　t、，PP．116～117

⑫9　UN　Monthly　Cbronicle，Vo1．X11，N。．1．1975，P．104：なお「侵略の定義」の内容については

　UN　Mo。捌y　Ch。。nic1e，Vo1．XI，N皿5．1974，PP．86～89参照。

（3①　高橋通敏，「侵略の定義に関する国連委員会案の成土」（下），国際問題，N。．177．1975，88頁。
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である。

　以上の展開からわかるように，1960年代に確立した民族自決権はとくに1970

年代に入ってこの内容が発展されて，自決権の行使としての武力行使一民族

解放戦争一は武力の合法的使用の一例として，あるいは憲章で認められてい
　　　　　　　　○王〕
る自衛の一例として，合法的なものとして承認されるにいたったのである。

lV、経済的白決権と「南北問題」

　植民地支配から脱して独立した多くの新興国に共通することは，経済的後進性

である。1974年春の資源総会が採択した「新国際経済秩序の樹立に関する宣言」

が指摘するように，世界入口の70％を占める開発途上国は世界の所得の30％し

か占めていない。新興国は，法的には独立したといえども，このことは真の独

立　　特に経済的に一を意味するものではない。これらの諸国は，民族自決

権と不可分なかたちで主張したのが，「天然の富と資源に対する永久的主権」

（permanent　sovereignty　over　natura1wealth　and　resour㏄s）という観念

である。

　1962年の第17回総会は，「天然資源に対する永久的主権」と題する決議を採択

した（決議1803（X　V　I　I））。同決議は，「天然の富と資源に対する永久的主権へ

の人民と民族の権利は，彼らの国家的発展と関係国人民の福祉のために行使さ

れねばならない」と述べている。また，1966年の総会が採択した両国際人権規

約は，その第1条2項で，「すべての民族は，自己の目的のために，互恵の原則

に基づいた国際経済協力お一よび国際法から生れるいかなる義務も害することな

く，その天然の富と資源を自由に処分することができる。いかなる場合にも民

族は自己の生存の手段を奪われることはない」と規定している。このように，

民族自決権の新しい展開・発展としての経済的自決権として，「天然の富と資源

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　132）
に対する永久的主権」を国連総会は承認したのである。

01〕この問題に関しては，藤．田久」，「民族解放戦争と戦争法」，変動期の国際法，昭和48年および拙稿，

　「民族自決権と内戦」，国際法外交雑誌，73巻3号，昭和49年参照。
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　この新しい概念の成立にともなって，それではそれは具体的にどのような効

果をもたらしたかを考察しなければならない。本稿では，外国人財産の国有化

と海の資源管轄権の問題をとり上げ，それを通して現在当面する「南北問題」

を見ることにする。

　a．外国人財産の国有化

　新しく独立した新興国の資源は，外国の企業の手によって開発されている場

合が多いが，これら諸国は経済的にも自立を求めて国有化する事例が多くなっ

ている。国家は，外国人財産を国有化する権利をもつことは当然認められるが，

そのためにはそれは公共のために行なわれること（公益の原則），自国民の財産

と外国人の財産とを差別してはならずまた特定国の外国人のみを対象とするよ

うな差別をしてはならないこと（無差別の原則），さらに一定の補償が支払われ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　133〕
なければならないこと，という三つの要件が必要であるとされてし）るのである。こ

の要件の中で最も論義があるのは補償の問題である。従来から西側諸国は，こ

の点に関し，十分・実効的・迅速な補償が伴わなければならないと主張していた。

この中で最も問題になるのは「十分な補償」の問題である。十分な補償となれ

ば市場価格に見合う補償を支払わなければならず，未発展段階の新興国として

は事実上外国企業を国有化することはできないこととな乱

　1962年の「天然資源に対する永久的主権」の総会決議は，国有化においては

「所有者は，主権の行使としてこのような手段をとる国家にお一いて有効な規則

にしたがい，また国際法にしたがって，適当な補償を支払われるものとする」

と規定した。ここでは「適当な補償」となっておりかならずしも補償の程度は

明確でないが，少なくとも「十分な補償」という意味ではなく，収用した国の特

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱
殊な事情などを考慮しうる余地を残した合理的な補償を意味するものであろう。

（32〕展開過程については，松井芳郎，「天然の富と資源に対する永久的主権」（1〕，法学論叢，79巻3号

　カ｛言羊しい。

（33〕田岡良」・田畑茂二郎監修，外国資産国有化と国際法，7～9頁参照および太寿堂鼎，「外国人財

　産の収用」，国際法演習講座国際法，昭和49年参照。

84〕田畑茂二郎，「天然の富と資源に対する永久的主権」，法学セミナー，N。。187，lOO頁。
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　このような発展はあったものの，補償の程度は国有化を行なう国家の国内法

によって決められるべきだとする開発途上国や社会主義諸国にとっては不満で

あった。・しかし，1970年代に入ると以上の方向に向けて展開していくのである。

　1972年10月に開かれた国連貿易開発理事会（U　N　C　T　A　D）の貿易開発理事

会において，「自国の天然資源を確保するために国家がとることができる国有化

の諸措置は，主権の表明である。それにより各国家は，総会決議1803（X　V　I

I）の規定をそこなうことなく，補償の類お一よび支払い方法を決定することが

でき，さらにこの関連で生ずるいかなる紛争も自国の裁判所の管轄権にのみ服

する」とする決議を採択した。もっとも，総会決議1803（X　V　I　I）の規定を

そこなわないことが記されていることから，ただちに補償の問題は国内法の問
　　　　　　　　　　　　　　　　㈱
題であると承認されたものではない。しかし，この決議は，その後の展開の先

鞭をづけるものであった。1973年の総会決議3171（X　X　V　I　I　I）は，補償は

国内管轄権内の問題であると確認した。1974年春には第6回特別総会，いわゆ

る資源総会が開催され，「新国際経済秩序の樹立に関する宣言」が採択された。

同宣言は，新国際経済秩序のための原則の一つとして，次のように宣言してい

る。「あらゆる国家のその天然資源とすべての経済活動に対する完全な永久的主

権。これらの資源を守るために，各国家は国有化の権利あるいは自国民への所

有権の移転を含め，自国の状況に適した手段で，資源お一よびその開発に対する

実効的な支配を行使する権利をもち，そしてこの権利は国家の完全な永久的主

権の表明である。いかなる国家もこの不可譲の権利の自由かっ完全な行使を妨

げる経済的，政治的その他あらゆる形の強制にも服されることはない一このよ

うに宣言は，自国の資源を国有化する権利を承認したが，さらに同年秋の通常

総会で採択された「国家の経済的権利および義務に関する憲章」は，この点を

より具体化している。同憲章第2条2項（C）は，各国は外国人財産を国有化し，

収用しまたは所有権を移転する権利をもっとし，「かかる場合，措置をとる国家

㈱松卉芳郎，「現代国際法における民族自決権の確立」，民族の基本約権利，昭和48年，252～25碩参

　照。
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の関連法令および国家が適当と考えるすべての事情を考慮して，適当な補償を

支払わなければならない。補償問題で紛争が生じた場合には，国有化をした国

家の国内法によりかつその国の裁判所で解決されなければならない。ただし，

すべての関係国が主権平等に基づきかっ手段の自由な選択にしたがって，他の

平和的手段を求めることに自由にがつ相互の間で合意した場合はこの限りでは

ない」と規定した。ここでは，国有化をした国家が補償の程度を決定すること

を認めているのであり，さらに紛争が発生した場合の解決手段を指示している

のである。

　以上の1970年代に於ける展開から見て，補償の内容はもはや国内標準に従っ

て決められうるという原則カ確立していると言いうるであろう。なお一，国有化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈹
と関連して，石油輸出国機構（O　P　E　C）の態度にも示されるように，外国企

業への現地資本の参加権を拡大して行こうとする動きも今後注目されなければ

ならないであろう。1974年の新経済秩序宣言や経済的権利義務憲章また1975年

9月の経済特別総会が採択した「開発お一よび国際経済協力」の決議にも示され

るように、国連を通して既存の国際経済秩序は根本的に変ろうとしているので

ある。

　b．海の資源管轄権

　国連憲章第13条1項1・）は、総会の任務の一つとして「国際法の漸進的発達お

よび法典化を奨励すること」を掲げている。1947年に総会の補助機関として設一

置された国際法委員会やその他の国際連合の機関が準備した条約草案は、国際

連合の主催する国際会議や国連総会の審議の後に条約となる。このように国際

連合が中心となって法典化された条約は、1958年のジュネーブ海洋法諸条約、

1961年の外交関係に関するウィーン条約、1966年の国際人権条約、1967年の宇

宙条約、1969年の条約法に関するウィーン条約など多数にのぼっている。国家

相続、国家責任など法典化がなされるべき重要な問題も残っているが、国際連

合を中心とした国際法の法典化はかなりの成果を収めているのである。

㈱　O　P　E　C総会決議については，田畑茂二郎編，新しい国際法をめぎして，昭和50年の資料を参照。
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　ところで現在史上最大の規模の国際会議が国際連合の主催の下に開催されて

いる。1970年の第25回総会は、1973年に海洋法会議を開催することを決定し、

そのための準備をすでに1968年から活動している「海底平和利用委員会」を42

カ国から86力国に拡大してそれに行なわせることにした。すでに会議は、1973

年12月にニューヨークで第一会期（組織会期）を、1973年6月から8月にかけ

てカラカスで第二会期を、1975年3月から5月にかけてジューネーブで第三会期

を終えており、第四会期は1976年3月15日より8週間にわたってニューヨークで

行なわれることになっている。これまでにも海洋法の問題について、1930年の

ハーグ法典化会議、1958年と1960年の第一次および第二次海洋法会議が開催さ

れているが、これらの会議は主として海洋制度に関する慣習国際法の規則を法

典化することが目的であった。これに対して、第三次海洋法会議は、海洋法を

全面的に再検討を行なって、海洋に関する技術革新の急速な進歩と植民地から

独立した多数の開発途上国の登場という国際社会の構造の変化とに対応するた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈹
めの新しい海洋法を制定しようとする性格の立法会議である。ここでは海洋に

関する広範な問題がとり上げられているが、先進国と開発途上国との利害の対

立が典型的に示されるまた最大の争点でもある資源管轄権の問題をとり上げて

検討することとする。

　従来の海洋法の体制は、海洋を領海と公海とに二分し、公海には「公海自由

の原則」が支配していた。この体制は、1958年のジュネーブ諸条約においても

基本的にはつらぬかれていた。しかし、第一次および第二次海洋法会議以後新

しく独立した新興国はその法典化会議には参加していない。また、経済的にまた

技術的に開発能力を有しない開発途上国にとっては、「公海自由」は先進国に有

利な原則と考える。それに対して，先進国は基本的には「広い公海，狭い領海」

を維持しようとする。以上のことがら開発途上国は，沿岸沖の海洋資源に対し

て管轄権を主張するのである。

　このような開発途上国の主張の背後には，天然資源に対する永久的主権の観

／37〕高林秀雄，「資源南発と領海の範囲」，法律のひろば，27巻6号，1974，4頁。
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念によって裏うちされている。1972年の第27回総会および1973年の第28回総会

が採択した決議は，「国際的境界線内の陸地，ならびに国家管轄権内の海床とそ

の地下および上部水域にあるすべての天然資源にたいする永久的主権への不可

譲の権利」を確認している（決議3016（XXV　II）），　（決議3171（XXV　I

　㈱I　I））。これらの決議は，1962年の総会決議「天然の富と資源に対する永久的主

権」にいう永久的主権の観念を，沿岸沖の漁業資源にまで拡大することを意図

したものであって，この観念が適用される海域の範囲には言及しなかったが，

沿岸国が大陸棚上部水域あるいは沿岸海域の生物資源に対しても永久的主権を

保有すべきであるとする意見が総会で圧倒的多数の支持を得たことに注目され
　　　　　　　　（39
なければならない。

　こめような観念を基礎として，アジア，アフリカ，ラテン・アメリカの開発

途上国は種々の提案を行っているが，「領海200カイリ」提案，「パトリモニアル海」

（patrimonial　sea）提案および「排他的経済水域」提案の三つに分類できる。

　「領海200カイリ」の主張は中南米諸国が行なっているものであり，沿岸国は

基線から200カイリの限度内で領海の幅を決定する権利をもち，その水域での資

源にたいして主権と管轄権を行使するものとしている。ただし，12カイリの外

については航行と土筆飛行の自由，海底電線・パイプライン敷設の自由を認め

　　　ω
ている。最近領海12カイリを唱える国は50を越えている（なお，領海3カイリ
　　　　　　　141〕
派は20余である）。大勢として領海12カイリはほぼ定着したといえるであろう。

そうとするならば，12カイリから200カイリまでの海域は本来の領海とは同一で

ない。国家領域の一部とはするものの本質的・究局的には同海域に対する資源

管轄権の主張と大差はないのである。

　パトリモニアル海の提案は，コロンビア，メキシコおよびヴェネズエラのカ

㈱　前者は賛成102，反対O，棄権22で採択され，後者は賛成108，反対1，棄権16で採択されれ

09〕高林秀雄，「200カイリ資源管轄権の主張」，龍谷法学，7巻1号，30頁。

㈹　例えば，ウルグアイ提案参照。A／A　C．138／S　C．I／L．24．

｛41〕第三次海洋法会議（第2版），外務省情報文化局，昭和50年，24頁参照。なお日本国政府は領海3

　カイリから12カイリに広げる方針を昭和51年1月31日の閣議で決定している。
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　　　　　　　　　　　　　　幽
リブ海諸国による三国共同提案である。それは領海の幅を12カイリとし，それ

に隣接する200カイリまでの水域をパトリモニアル海として，沿岸国はその水

域の水中，海底およびその地下において見出される再生可能な天然資源および

再生不可能な天然資源に対して主権的権利を有すること，同水域の資源に対す

る主権を確保し，かつその海洋汚染を防止するために必要な措置を採用する権

利を持つことを規定している。もっとも，この水域においても，沿岸国の権利

行使から生ずるものを除いていかなる需■」暇もなしに、すべての国の船舶と航空機

の航行および上空飛行の自由をもち，海底電線とパイプライン敷設の自由も尊

重される。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱
　排他的経済水域の提案は，アフリカ諸国からなされているものである。それ

によれば，沿岸国は基線から200カイリ以内の水域に一排他的経済水域を設置

する権利を持ち，各国はこの水域において再生可能および再生不可能の天然資

源の管理，・規制，開発および保存とまた汚染の防止や科学的調査とに対する管

轄権を行使するものとしている。また，船舶と航空機の航行と上空飛行の自由，

海底電線とパイプライン敷設の自由をパトリモニアル海の提案と同様に認めて

いる。

　以上の開発途上国の諸提案には，本来の意味での領海（12カイリ）から200

カイリの水域に関して非常に類似した点が見うけられる。すなわち，それらは

領海に隣接する200カイリまでの水域の生物資源および海底鉱物資源に対する

沿岸国の排他的資源管轄権を主張するものであり，この権利の行使から生ずる

制限を除いて航行・飛行の自由や海底電線・パイプライン敷設の自由は認める

とするものである。このように先進国と開発途上国の海洋資源をめぐってこの

対立は，「南北間題」の一つの大きな側面である。

　資源管轄権に関するもう一つの問題は，大陸棚の問題である。1958年の「大

陸棚に関する条約」は，大陸棚とは領海の外にある海床および地下であって，

142〕　A／AC．ユ38／SC．I／L．21．

㈹例えば，アフリカ14カ国提案。A／A　C．138／S　C．I／L，40・・d　Co・r．1～3．
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水深200メートルまでのもの，またその限度を越える場合には開発が可能なと

ころまでとし，沿岸国が犬陸棚を調査しまた天然資源を開発するための主権的

権利を認めていた。しかし，その後の．開発技術の発展から大陸棚の範囲は拡大

する危険性から，1970年の第25回総会は，「深海海底を律する原則買言」を採択

した。宣言は「国家の管轄権の限界を越える海底およびその下ならびにこの区

域の資源は，人類の共同財産（common　heritage　of　mankind）である」と表

明した。さらに宣言は，この区域の資源の探査・開発が国際制度によって規制

されること，開発途上国の利益と必要を特に考慮に入れた上でそこから得られ

る利益を諸国に衡平に分配することを規定している。したがって，沿岸国に広

い大陸棚を認めることは，逆に国際管理の下に置かれる深海海底が狭くなるこ

とになる。有力な提案としては，アフリカ諸国が中心となって主張している距

岸200カイリまでの海底および資源を沿岸国に帰属せしめようとするもの一

この場大陸棚制度は経済水域に包摂される　　と，距岸200カイリを越えて大

陸棚構造が広がっている場合にはそのコンチネンタル・マージンの外縁までと

するラテン・アメリカ諸国および広い大陸棚をもつ諸国からのものとがある。こ

れらの提案をめぐって，各国はそれそれ自国沖合の地質構造の条件から判断し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鮒て有利なように対応して行動しているのが現状である。

　アフリカ諸国は，広い大陸棚を認めることに反対するのは，深海海底を狭め

る結果深海海底制度そのものを意味のないものにしてしまうからである。この

ように，先進国と開発途上国との間の海洋をめぐる資源問題は，単に資源管轄

権だけの問題ではなく，深海海底制度の問題にも深く及んでいるのである。第

三次海洋法会議の動向をくわしく展望することは困難である。しかし，従来の

海洋法秩序は，大きく変革されるであろうことは明らかである。

㈹　高林秀雄，国連海洋法会議と深海海底開発のゆくえ，東洋経済，昭和49年3月30日号及び武山真

行，「非公式単一交渉草案における大陸棚」，海洋法の研究2号，昭和50年参照。
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V．む　　す　　び

　国際連合憲章は，反ファシズム戦争が遂行されている中で起草され，その過

程の中で大きな役割を果したのは，米国，英国お一よびソ連の一 O国であった。こ

のように国際連合の創設は，社会体制を異にする諸国の協力によりなされたも

のであった。国際連合の基本文書である国際連合憲章は，その前文に於て「連

合国の人民は」，「正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを

維持することができる条件を確立し」，「寛容を実行し，且つ，善良な隣人

として互に平和に生活し」，「国際平和および安全を維持するためにわれらの力

を合わせ」ることを決意したと宣言している。しかし，戦後すぐさまはじまる

冷戦が進行する中で，国際連合の理念と構想は完全に実現不可能となってしま

った。社会体制を異にするための機構でもある国際連合は，朝鮮戦争の例にも

示されるように理念と現実は大きくくずれてしまっ牟。

　しかし，かって植民地であった国々が多数国際連合に加盟する中で，また束

西緊張が緩和してくる中で新しい発展が示されてくるのである。国際連合を評

価する場合，以上に述べた二・三のトピックだけではなく，多面的・綜合的に

考察することによってなされるであろう。しかし，限られた課題の分析だけで

も，1970年代に於ける国際連合の活動は，多大の成果を上げている。1960年代

に入って「東西問題」にかわって登場する「南北問題」に関して，1970年以降

国際連合の果した役割は大きく評価されなければならないであろう。

　しかし，解決すべき残されている問題は多分にあることに注意しなければな

らない。1970年代に入ってやっと中国代表権問題は解決したが，例えばベトナ

ム加盟問題，朝鮮問題など早急に解決しなければならない問題が残っている。

しかし，1975年の総会での動きは朝鮮問題が現実的な解決に向けて」歩前進し

たことを示している。すなわち，そこでは韓国支持決議と朝鮮民主々義人民共

和国支持決議の双方が可決されるという不正常な形となったカ㍉朝鮮派遣国運

軍の解体を求める決議が採択されたことは今後の発展に大きな意味をもっであ
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ろう。

　包括的な機能を担当する一般的世界機構としての国際連合は，激動している

1970年代においてその真価を問われるであろう。　　　　（以上）
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